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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
保
安
の
確
保
の
方
法
等
に
つ
い
て
の
認
定�

（
消　

防　

課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了�

（
農
村
振
興
課
）　
　

一

〇
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
建
設
業
者
の
申
出�

（
事
業
管
理
課
）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
）�

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
廃
川
敷
地
等
の
発
生�
（
河　

川　

課
）　
　

四

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
の
認
可�
（
都
市
計
画
課
）　
　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出�

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

四

選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
の
取
消
し
に
つ
い
て�
四

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

五

収
用
委
員
会

〇
吉
田
川
吉
田
事
件
審
理
の
開
催�

八

〇
吉
田
川
吉
田
事
件
公
示
送
達�

八

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
九
二
号
（
令
和
三
年
三
月
三
十
日
付
け
）
中�

八

〇
宮
城
県
公
報
第
二
三
八
号
（
令
和
三
年
九
月
十
七
日
付
け
）
中�

八

〇
宮
城
県
公
報
第
二
四
七
号
（
令
和
三
年
十
月
十
九
日
付
け
）
中�

八

〇
宮
城
県
公
報
第
二
八
〇
号
（
令
和
四
年
二
月
十
八
日
付
け
）
中�

九

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
号

　

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三

十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
保
安
の
確
保
の
方
法
等

の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

住
所
又
は
所
在
地

保
安
確
保
機
器
の
設
置�

及
び
管
理
の
方
法
の
別

認
定
年
月
日

新
み
や
ぎ
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

大
坪　

輝
夫

栗
原
市
築
館
字
照
越
大
ケ

原
四
十
三
番
地
一

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の

確
保
及
び
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
十
一
号
）
第
四
十
六

条
第
二
号

（
第
二
号
認
定
）

令
和
四
年
二
月
二
十

五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
三
〇
〇
四
一
二

み
ら
い
塩
釜
事
業
所

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目

一
五－

一
七－

一

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
み
ら

い
総
合
福
祉

令
和
四
年
二
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
一
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
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五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

川
前
四

区
画
整
理
事
業
（
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総

合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
三
年
十
一
月
二
十
九
日

二
俣
南

区
画
整
理
事
業
（
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総

合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
三
年
五
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
二
号

　

次
の
建
設
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
い
と
き
は
、
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

株
式
会
社
シ
ビ
ル
エ
ン
ジ
ニ

ア林　

健
一
郎

登
米
市
南
方
町
天
沼
八
十
六
番
地
五

般－
三

第
二
万
二
千
六
百
八
十
九
号

二　

申
出
先

　
　

宮
城
県
土
木
部
事
業
管
理
課
建
設
業
振
興
・
指
導
班

　
　

所
在
地　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

電　

話　

〇
二
二－

二
一
一－

三
一
一
六
（
直
通
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

白
石
丸
森
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
三
川
尻
下
五
〇
番
一

地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
張
川
張
字
三
川
尻
下
六
一
番
一
地
先

ま
で

前

　

五
・
五
～

�

一
一
・
三

�

九
五
・
五

後

　

五
・
五
～

�

三
二
・
七

�

九
五
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
一
迫
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
一
迫
柳
目
字
柳
目
石
沢
無
番
地
先
か
ら

同
市
一
迫
柳
目
字
柳
目
石
沢
無
番
地
先
ま
で

前

一
〇
・
六
～

�

一
七
・
〇

�

三
五
・
二

後

　

九
・
六
～

�

一
二
・
一

�

三
五
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

越
河
角
田
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
日
吉
二
一
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
耕
野
字
日
吉
二
一
番
一
地
先
ま
で

前

　

九
・
一
～

�

一
一
・
〇

�

一
二
・
二

後

　

九
・
一
～

�

二
二
・
四

�

一
二
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

越
河
角
田
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
大
場
平
下
八
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
耕
野
字
大
場
平
下
八
番
一
地
先
ま
で

前

　

九
・
九
～

�

一
二
・
五

�
八
・
〇

後

一
〇
・
五
～

�

三
八
・
九

�

八
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

白
石
丸
森
線

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
三
川
尻
下
五
〇
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
大
張
川
張
字
三
川
尻
下
六
一
番
一
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

三
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

越
河
角
田
線

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
日
吉
二
一
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
耕
野
字
日
吉
二
一
番
一
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

三
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

越
河
角
田
線

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
大
場
平
下
八
番
一
地
先
か
ら　

同
郡
同
町
耕
野
字
大
場
平
下
八
番
一
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

三
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
号

　

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電

線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事
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務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

鹿
島
台
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域指　

　
　
　
　

定　
　
　
　
　

区　
　
　
　
　

間

敷　

地　

の　

延　

長

（
メ

ー

ト

ル
）

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
東
銭
神
三
番
三
地
先
か
ら

同
市
鹿
島
台
平
渡
字
東
銭
神
四
番
四
地
先
ま
で

一
四
〇
・
〇

（
上
り
線
七
〇
・
〇
、

下
り
線
七
〇
・
〇
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
砂
押
川
水
系
藤
田
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

令
和
四
年
一
月
十
七
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
岩
沢
六
十
五
番

　
　

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
勝
負
沢
八
十
三
番

　
　

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
大
窪
北
六
十
七
番
三
及
び
六
十
七
番
四

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

八
百
六
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
終
了
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

利
府
町
新
太
子
堂
南
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

積
水
ハ
ウ
ス
不
動
産
東
北
株
式
会
社

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

令
和
二
年
二
月
四
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

四　

施
行
地
区

　
　

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
新
町
浦
、
同
字
仲
町
浦
及
び
同
字
新
太
子
堂
の
各
一
部

五　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

六　

終
了
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
東
土
地
改
良
区

役
員
の
住
所
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

冨　
　

田　
　

政　
　

則　
　
　

役
職
名

変

更

後

変

更

前

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

監

事

伊
藤　

憲
一

仙
台
市
若
林
区
荒
井
一
丁
目
七

番
地
の
十
二

伊
藤　

憲
一

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
札
屋
敷

五
十
五
番
地

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
三
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
四
日



（5）　令和４年３月４日　金曜日 第284号宮　　城　　県　　公　　報
�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
医
療
法
人
順
化
会
猪
苗
代
病
院
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会�

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
２
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
４
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
森
山
　
博
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

　
（
課
等
の
設
置
）

第
３
条
　
（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
�　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

地
域
課
宮
城
県
警
察
地
域
指
導
室

宮
城
県
警
察
航
空
隊

（
略
）

捜
査
第
二
課
宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室

（
略
）

組
織
犯
罪
対

策
課

宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室

宮
城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー

　
（
課
等
の
設
置
）

第
３
条
　
（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
�　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

地
域
課
宮
城
県
警
察
地
域
指
導
室

宮
城
県
警
察
航
空
隊

（
略
）

捜
査
第
二
課
宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室

（
略
）

組
織
犯
罪
対

策
課

宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室

宮
城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー

（
略
）

警
備
課
宮
城
県
警
察
災
害
対
策
室

宮
城
県
警
察
航
空
隊

（
略
）

５
・
６
　
（
略
）

第
３
条
の
２
～
第
６
条
　
（
略
）

　
（
地
域
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�６
条
の
２
　
地
域
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
地
域
課

　
⑴
～
⑷
　
（
略
)

　
⑸
�　
警
ら
用
無
線
自
動
車
、
　
警
察
用
船
舶
及
び

警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
～
⑽
　
（
略
）

　
⑾
�　
地
域
指
導
室
及
び
航
空
隊
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
通
信
指
令
課
～
鉄
道
警
察
隊
　
（
略
）

　
（
刑
事
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�７
条
　
刑
事
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
刑
事
総
務
課
・
捜
査
第
一
課
　
（
略
）

　
捜
査
第
二
課

　
⑴
～
⑷
　
（
略
）

　
⑸
　
特
殊
詐
欺
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
捜
査
第
三
課
～
科
学
捜
査
研
究
所
　
（
略
）

　
組
織
犯
罪
対
策
課

　
⑴
～
⑻
　
（
略
）

　
⑼
�　
特
殊
詐
欺
対
策
室
及
び
通
訳
セ
ン
タ
ー
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

　
暴
力
団
対
策
課
・
銃
器
薬
物
対
策
課
　
（
略
）

第
８
条
　
（
略
）

　
（
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�９
条
　
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
公
安
課
　
（
略
）

　
警
備
課

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
　
警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
　
機
動
隊
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

（
略
）

警
備
課
宮
城
県
警
察
災
害
対
策
室

宮
城
県
警
察
航
空
隊

（
略
）

５
・
６
　
（
略
）

第
３
条
の
２
～
第
６
条
　
（
略
）

　
（
地
域
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�６
条
の
２
　
地
域
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
地
域
課

　
⑴
～
⑷
　
（
略
)

　
⑸
�　
警
ら
用
無
線
自
動
車
及
び
警
察
用
船
舶
及
び

警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
～
⑽
　
（
略
）

　
⑾
�　
地
域
指
導
室
及
び
航
空
隊
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
通
信
指
令
課
～
鉄
道
警
察
隊
　
（
略
）

　
（
刑
事
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�７
条
　
刑
事
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
刑
事
総
務
課
・
捜
査
第
一
課
　
（
略
）

　
捜
査
第
二
課

　
⑴
～
⑷
　
（
略
）

　
⑸
　
特
殊
詐
欺
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
捜
査
第
三
課
～
科
学
捜
査
研
究
所
　
（
略
）

　
組
織
犯
罪
対
策
課

　
⑴
～
⑻
　
（
略
）

　
⑼
�　
特
殊
詐
欺
対
策
室
及
び
通
訳
セ
ン
タ
ー
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

　
暴
力
団
対
策
課
・
銃
器
薬
物
対
策
課
　
（
略
）

第
８
条
　
（
略
）

　
（
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�９
条
　
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
公
安
課
　
（
略
）

　
警
備
課

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
　
警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
　
機
動
隊
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。
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⑼
�　
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第

10条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
受
理
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑽
�　
行
列
行
進
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
24年
宮
城
県
条
例
第
47号
）
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
（
公
安
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

　
⑾
�　
災
害
対
策
室
及
び
航
空
隊
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
外
事
課
・
機
動
隊
　
（
略
）

第
10条
～
第
1６条
　
（
略
）

　
（
警
察
本
部
の
職
及
び
職
務
）

第
�1７条
　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
の
職
、

そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

（
略
）

県
民
安

全
対
策

課

人
身
安
全

対
策
官

　
県
民
安
全
対
策

課
長
の
命
を
受
け
、 �

人
身
安
全
関
連
事

案
に
関
す
る
事
務

（
行
政
措
置
に
係

る
も
の
を
除
く
。）

を
掌
理
し
、
県
民

安
全
対
策
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ

し
、
生
活
安
全
部

長
か
ら
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
事
務
を
掌
理

し
、
生
活
安
全
部

長
を
補
佐
す
る
。

　
県
民
安
全
対
策

課
長
の
命
を
受
け
、 �

人
身
安
全
関
連
事

　
⑽
�　
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第

10条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
受
理
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑾
�　
行
列
行
進
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
24年
宮
城
県
条
例
第
47号
）
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
（
公
安
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

　
⑿
�　
災
害
対
策
室
及
び
航
空
隊
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
外
事
課
・
機
動
隊
　
（
略
）

第
10条
～
第
1６条
　
（
略
）

　
（
警
察
本
部
の
職
及
び
職
務
）

第
�1７条
　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
の
職
、

そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

（
略
）

県
民
安

全
対
策

課

人
身
安
全

対
策
官

　
県
民
安
全
対
策

課
長
の
命
を
受
け
、 �

人
身
安
全
関
連
事

案
に
関
す
る
事
務

（
行
政
措
置
に
係

る
も
の
を
除
く
。）

を
掌
理
し
、
県
民

安
全
対
策
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ

し
、
生
活
安
全
部

長
か
ら
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
事
務
を
掌
理

し
、
生
活
安
全
部

長
を
補
佐
す
る
。

　
県
民
安
全
対
策

課
長
の
命
を
受
け
、 �

人
身
安
全
関
連
事

人
身
安
全

聴
聞
官

案
に
関
す
る
事
務

（
捜
査
及
び
行
政

措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。）
を
掌

理
し
、
県
民
安
全

対
策
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、

生
活
安
全
部
長
か

ら
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
は
、
そ
の

事
務
を
掌
理
し
、

生
活
安
全
部
長
を

補
佐
す
る
。

警
視

（
略
）

捜
査
第

三
課

（
略
）

組
織
犯

罪
対
策

課

組
織
犯
罪

捜
査
指
導

官

　
組
織
犯
罪
対
策

課
長
の
命
を
受
け
、 �

組
織
犯
罪
の
捜
査
、�

対
策
等
に
関
す
る

事
務
を
掌
理
し
、

組
織
犯
罪
対
策
課

長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
組
織
犯

罪
対
策
局
長
か
ら

特
に
命
ぜ
ら
れ
た

場
合
は
、
そ
の
事

務
を
掌
理
し
、
組

織
犯
罪
対
策
局
長

を
補
佐
す
る
。

（
略
）

（
略
）

少
年
課

（
略
）

生
活
環

境
課

生
活
経
済

指
導
官

　
生
活
環
境
課
長

の
命
を
受
け
、
生

活
経
済
、
環
境
、

風
俗
そ
の
他
特
別

法
の
犯
罪
取
締
り

人
身
安
全

聴
聞
官

案
に
関
す
る
事
務

（
捜
査
及
び
行
政

措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。）
を
掌

理
し
、
県
民
安
全

対
策
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、

生
活
安
全
部
長
か

ら
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
は
、
そ
の

事
務
を
掌
理
し
、

生
活
安
全
部
長
を

補
佐
す
る
。

警
視

（
略
）

捜
査
第

三
課

（
略
）

組
織
犯

罪
対
策

課

組
織
犯
罪

捜
査
指
導

官

　
組
織
犯
罪
対
策

課
長
の
命
を
受
け
、 �

組
織
犯
罪
の
捜
査
、�

対
策
等
に
関
す
る

事
務
を
掌
理
し
、

組
織
犯
罪
対
策
課

長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
組
織
犯

罪
対
策
局
長
か
ら

特
に
命
ぜ
ら
れ
た

場
合
は
、
そ
の
事

務
を
掌
理
し
、
組

織
犯
罪
対
策
局
長

を
補
佐
す
る
。

（
略
）

（
略
）

少
年
課

（
略
）

生
活
環

境
課

生
活
経
済

指
導
官

　
生
活
環
境
課
長

の
命
を
受
け
、
生

活
経
済
、
環
境
、

風
俗
そ
の
他
特
別

法
の
犯
罪
取
締
り



（7）　令和４年３月４日　金曜日 第284号宮　　城　　県　　公　　報
の
指
導
に
関
す
る

事
務
を
整
理
し
、

生
活
環
境
課
長
を

補
佐
す
る
。

サ
イ
バ
�

ー
犯
罪

対
策
課

サ
イ
バ
ー

犯
罪
対
策

官

　
サ
イ
バ
ー
犯
罪

対
策
課
長
の
名
を

受
け
、
サ
イ
バ
ー

犯
罪
の
捜
査
、
対

策
等
に
関
す
る
事

務
を
整
理
し
、
サ

イ
バ
ー
犯
罪
対
策

課
長
を
補
佐
す
る
。

警
部

（
略
）

交
通
指

導
課

（
略
）

運
転
教

育
課

高
齢
運
転

者
対
策
指

導
官

　
運
転
教
育
課
長

の
命
を
受
け
、
高

齢
運
転
者
対
策
の

指
導
に
関
す
る
事

務
を
整
理
し
、
運

転
教
育
課
長
を
補

佐
す
る
。
�

（
略
）（
略
）

２
�　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察

航
空
隊
、
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
、
宮

城
県
警
察
機
動
鑑
識
隊
及
び
宮
城
県
警
察
暴
力
特

別
捜
査
隊
及
び
宮
城
県
警
察
航
空
隊
に
隊
長
を
、

宮
城
県
警
察
公
安
委
員
会
補
佐
室
、
宮
城
県
警
察

取
調
べ
監
督
室
、
宮
城
県
警
察
監
査
室
、
宮
城
県

警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
地
域
指

導
室
、
宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室
、
宮
城
県

警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
交
通
事
故

総
合
分
析
室
、
宮
城
県
警
察
災
害
対
策
室
及
び
宮

城
県
警
察
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
に
室
長
を
、

宮
城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
交
通

反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
石
巻
運
転
免

の
指
導
に
関
す
る

事
務
を
整
理
し
、

生
活
環
境
課
長
を

補
佐
す
る
。

サ
イ
バ
�

ー
犯
罪

対
策
課

サ
イ
バ
ー

犯
罪
対
策

官

　
サ
イ
バ
ー
犯
罪

対
策
課
長
の
命
を

受
け
、
サ
イ
バ
ー

犯
罪
の
捜
査
、
対

策
等
に
関
す
る
事

務
を
整
理
し
、
サ

イ
バ
ー
犯
罪
対
策

課
長
を
補
佐
す
る
。

警
部

（
略
）

交
通
指

導
課

（
略
）

運
転
教

育
課

高
齢
運
転

者
対
策
指

導
官

　
運
転
教
育
課
長

の
命
を
受
け
、
高

齢
運
転
者
対
策
の

指
導
に
関
す
る
事

務
を
整
理
し
、
運

転
教
育
課
長
を
補

佐
す
る
。
�

（
略
）（
略
）

２
�　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察

航
空
隊
、
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
、
宮

城
県
警
察
機
動
鑑
識
隊
、
　
宮
城
県
警
察
暴
力
特

別
捜
査
隊
及
び
宮
城
県
警
察
航
空
隊
に
隊
長
を
、

宮
城
県
警
察
公
安
委
員
会
補
佐
室
、
宮
城
県
警
察

取
調
べ
監
督
室
、
宮
城
県
警
察
監
査
室
、
宮
城
県

警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
地
域
指

導
室
、
宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室
、
宮
城
県

警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
交
通
事
故

総
合
分
析
室
、
宮
城
県
警
察
災
害
対
策
室
及
び
宮

城
県
警
察
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
に
室
長
を
、

宮
城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
交
通

反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
石
巻
運
転
免

　
�許
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー
及
び
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
又
は
警
部

の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
～
５
　
（
略
）

６
�　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
以
外
の
職
員

の
職
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
職
員

（
略
）

課
　
等

（
略
）

総
務
課
デ
ジ
タ
ル

化
推
進
調

査
官

　
総
務
課
長
の
命

を
受
け
、
警
察
行

政
の
デ
ジ
タ
ル
化

の
推
進
に
関
す
る

事
務
を
掌
理
し
、

総
務
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、

総
務
部
長
か
ら
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
場

合
は
、
そ
の
事
務

を
掌
理
し
、
総
務

部
長
を
補
佐
す
る
。

一
般
職
員

会
計
課
会
計
調
査

官

　
会
計
課
長
の
命

を
受
け
、
課
の
所

掌
に
係
る
予
算
事

務
及
び
調
度
事
務

及
び
出
納
事
務
に

つ
い
て
の
専
門
的

な
調
査
、
研
究
及

び
指
導
を
行
う
と

と
も
に
こ
れ
ら
の

事
務
を
掌
理
し
、

会
計
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、

総
務
部
長
か
ら
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
場

　
�許
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー
及
び
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
又
は
警
部

の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
～
５
　
（
略
）

６
�　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
以
外
の
職
員

の
職
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
職
員

（
略
）

課
　
等

（
略
）

総
務
課
デ
ジ
タ
ル

化
推
進
調

査
官

　
総
務
課
長
の
命

を
受
け
、
警
察
行

政
の
デ
ジ
タ
ル
化

の
推
進
に
関
す
る

事
務
を
掌
理
し
、

総
務
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、

総
務
部
長
か
ら
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
場

合
は
、
そ
の
事
務

を
掌
理
し
、
総
務

部
長
を
補
佐
す
る
。

一
般
職
員

会
計
課
会
計
調
査

官

　
会
計
課
長
の
命

を
受
け
、
課
の
所

掌
に
係
る
予
算
事

務
、
　
調
度
事
務

及
び
出
納
事
務
に

つ
い
て
の
専
門
的

な
調
査
、
研
究
及

び
指
導
を
行
う
と

と
も
に
こ
れ
ら
の

事
務
を
掌
理
し
、

会
計
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、

総
務
部
長
か
ら
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
場
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収
用
委
員
会

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
九
二
号
（
令
和
三
年
三
月
三
十
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

三
三

三
四

段上下

行二
三五

正

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま

で
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま

で
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　

誤

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま

で
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま

で
を
削
る
。

〇
宮
城
県
公
報
第
二
三
八
号
（
令
和
三
年
九
月
十
七
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

九

段下

行
後
ろ
か

ら
九　

後
ろ
か

ら
八　

正

　

「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
」

　

「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
一
号
）、」

　
　
　
　
　
　
　

誤

　

「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
関
す
る
規
則
」

　

「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
一
号
）」

〇
宮
城
県
公
報
第
二
四
七
号
（
令
和
三
年
十
月
十
九
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

五

段下

行一
〇

正

　
　
　
　
　
　
　

誤

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

合
は
、
そ
の
事
務

を
掌
理
し
、
総
務

部
長
を
補
佐
す
る
。

（
略
）

７
～
11　
（
略
）

第
1７条
の
２
　
（
略
）

　
（
警
察
署
の
職
制
）

第
1８条
　
（
略
）

２
～
７
　
（
略
）

８
�　
前
項
に
掲
げ
る
係
長
及
び
主
任
の
職
は
、
一
般

職
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
（
略
）

合
は
、
そ
の
事
務

を
掌
理
し
、
総
務

部
長
を
補
佐
す
る
。

（
略
）

７
～
11　
（
略
）

第
1７条
の
２
　
（
略
）

　
（
警
察
署
の
職
制
）

第
1８条
　
（
略
）

２
～
７
　
（
略
）

８
�　
前
項
に
掲
げ
る
係
長
及
び
主
任
の
職
は
、
一
般

職
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
17条
第
１
項
の
改
正
規
定
（
組
織
犯
罪
対
策
課
、

生
活
環
境
課
及
び
運
転
教
育
課
の
項
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）
は
、
令
和
４
年
３
月
25日
か
ら
施
行
す
る
。

１
　
通
知
す
べ
き
書
類

　
　
令
和
４
年
２
月
28日
付
け
宮
収
第
5004号

　
審
理
の
開
催
に
つ
い
て
の
通
知

２
　
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
池
　
辰
雄
　
住
所
・
常
居
所
不
明

　
　
　
　
　
　
　
　
�た
だ
し
，
最
後
に
判
明
し
た
住
所
　
A
venida�Itaborai,�594�Bosque�da�Saude,�Sao�Paulo-

SP，
Brasil

　
　
不
明
（
池
　
孝
の
子
又
は
そ
の
相
続
人
）

　
　
K
IM
IK
O
�K
O
BA
Y
A
SH
I　
住
所
・
常
居
所
不
明

　
　
SH
IN
D
Y
�K
O
BA
Y
A
SH
I　
Rua�Rene�Pron,�69�V

ila�Suica�Santo�A
ndre�Sao�Paulo

　
　
SU
M
IK
O
�K
O
BA
Y
A
SH
I　
住
所
・
常
居
所
不
明

　
　
Ioshiaki�K

obayashi　
住
所
・
常
居
所
不
明

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
1
号

　
一
級
河
川
鳴
瀬
川
水
系
吉
田
川
改
修
工
事
（
吉
田
川
河
道
掘
削
・
宮
城
県
黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
上
舞
野
西
地

内
か
ら
同
町
吉
田
字
桧
木
川
原
地
内
ま
で
）
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
４
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
日
時
　
令
和
４
年
５
月
13日
（
金
）
午
後
３
時
30分
か
ら

２
　
場
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
　
行
政
庁
舎
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
２
号

　
吉
田
川
吉
田
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す

べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
令
和
４
年
３
月
４
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　



（9）　令和４年３月４日　金曜日 第284号宮　　城　　県　　公　　報

一
三

　

「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
一
号
）、」

等
に
関
す
る
規
程

　

「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
一
号
）」

〇
宮
城
県
公
報
第
二
八
〇
号
（
令
和
四
年
二
月
十
八
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

九

段上

行

正

あ
つ
た

　
　
　
　
　
　
　

誤

あ
っ
た


